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大
雨
や
台
風
、
地
震
な
ど
で
被

害
を
受
け
た
と
き
に
は
、
税
が
減

免
さ
れ
た
り
、
納
税
が
猶
予
さ
れ

た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
次
の
窓
口
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

〔
国
税
…
所
得
税
な
ど
〕

　

天
草
税
務
署
☎
㉒
２
５
１
０

〔
県
税
…
自
動
車
税
・
不
動
産
取     

　

得
税
・
個
人
事
業
税
な
ど
〕

　

県
天
草
地
域
振
興
局
税
務
課

　

☎
㉒
４
２
３
９

〔
市
税
…
住
民
税
・
固
定
資
産

税
・
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
〕

　

市
役
所
本
庁
・
市
民
税
課
（
内

線
１
１
４
３
）
／
固
定
資
産
税

課
（
内
線
１
１
５
２
）
／
納
税

課
（
内
線
１
１
１
２
）

　　

平
成
21
年
中
に
新
・
増
改
築
し

た
家
屋
は
、
同
22
年
度
か
ら
固
定

資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。
新
・
増
改
築
が
完
成
し
た
ら

早
め
に
本
庁
・
固
定
資
産
税
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
た
調
査
員
が
事
前
に
連

絡
し
て
調
査
に
う
か
が
い
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
の
解
体
を
し
た
と

き
は
「
解
家
届
」
を
、
用
途
を
変

更
し
た
と
き
は
「
用
途
変
更
届
」

を
本
庁
・
固
定
資
産
税
課
ま
た
は

各
支
所
・
総
務
振
興
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
届
出
書
は
、
同
課

に
備
え
付
け
て
い
ま
す
）。
届
け

出
が
な
い
と
、
解
体
前
や
用
途
変

更
前
の
固
定
資
産
税
が
い
つ
ま
で

も
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
本
庁
・
固
定
資
産
税
課

固
定
資
産
税
係
（
内
線
１
１
５

２
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

９
月
1
日
現
在
で
、
天
草
不
知

火
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の

選
挙
人
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
人
は
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
資
格
＝
平
成
元
年
12
月
６
日
以

　

前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
市
内
に

住
所
ま
た
は
事
業
所
が
あ
り
、

漁
船
を
使
っ
て
年
間
90
日
以
上

漁
業
を
営
む
人
ま
た
は
従
事
す

る
人
。

▼
申
請
期
間
＝
９
月
１
日
㊋
か
ら

同
５
日
㊏
ま
で
。

※
申
請
書
の
配
布
・
回
収
は
各
支

所
単
位
で
行
い
ま
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
詳

細
は
、
本
庁
・
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
内
線
１
１
６
２
）

ま
た
は
各
支
所
・
総
務
振
興
課

総
務
係
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

任
期
満
了
に
伴
う
、
天
草
市
農

業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
の
立
候

補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

▼
資
格
＝
立
候
補
予
定
者
と
そ
の

選
挙
事
務
責
任
者
。

▼
立
候
補
で
き
る
要
件
＝
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
人
。①
市

内
に
住
所
が
あ
る
人
②
選
挙
期

日
の
年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
人

③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕

作
し
て
い
る
農
業
経
営
主
ま
た

は
同
経
営
主
と
同
居
し
て
い
る

親
族
、
そ
の
配
偶
者
で
年
間
60

日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る

人
。

▼
と
き
＝
９
月
４
日
㊎
午
前
10
時

か
ら
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
市
民
セ
ン
タ
ー

　 

災
害
を
受
け
た
と
き
の

　

税
の
減
免
な
ど
に
つ
い
て

家
屋
の
新
・
増
改
築
、
解
体
、    

　

用
途
変
更
は
ご
連
絡
を
！

□品目別報奨金単価
品　目

古 紙 類
古 布 類
空きビン類
空き缶 類
ほかの資源物

単　価
2円／㎏
2円／㎏
1円／本
1円／㎏
1円／㎏

【問い合わせ先】本庁・環境課廃棄物対策係（内線1272）

　市ではリサイクルを推進し、ゴミの減量化を図
るため、資源物回収活動を実施する団体に報奨金
を交付します。
▶対象団体＝各地区自治組織（行政区を除く）、
PTA、地区子ども会、老人クラブ、婦人会、
青年団などの営利を目的としない団体。
▶報奨金の種類＝次の２種類があります。
①回収量をもとに算定す
る報奨金…右表の報奨
金単価に、品目別の回
収量を乗じた金額
（10円未満の端数は切
り捨て）を交付。
②実施回数で算定する報
奨金…年間を通して２回以上実施した団体に
（実施回数－１回）×2,000円を交付（上限

１万円）。
▶申請方法＝本庁または牛深クリーンセンター、
その他の支所の市民生活課に備え付けの申請書
に必要事項を記入し、同課へ提出してください。
※交付を受けようとする団体は、事前に登録が必
要です。
▶活動団体の登録申請期限＝４月から８月末日ま
でに活動実績がある団体で報奨金の交付を受け
ようとする団体は、８月31日㊊までに登録手
続きをしてください。（※９月１日以降から活
動を始める団体は、活動の前までに登録手続き
を済ませてください）。
▶報奨金交付の時期＝報奨金の交付は、団体の活
動が終了後、前記①と②を合算して交付します。
交付手続きについては、登録団体へ直接お知ら
せします。

資源物回収活動実施団体に報奨金を交付

　

大
会
議
室
。

※
詳
細
は
本
庁
・
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
内
線
１
１
６
２
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　　

市
で
は
、
未
整
備
の
都
市
計
画

道
路
の
見
直
し
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

今
回
、
牛
深
地
区
の
「
浦
川
岡

東
線
」
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き
＝
８
月
24
日
㊊
午
後
７
時

か
ら
。

▼
と
こ
ろ
＝
牛
深
支
所
２
階
・
会

議
室
。

※
詳
細
は
本
庁
（
別
館
）・
都
市

計
画
課
都
市
計
画
係
（
内
線
２

６
２
６
）
ま
た
は
牛
深
支
所
・

建
設
課
建
設
係
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

　　　　

市
で
は
、
各
世
帯
へ
配
布
す
る

「
家
庭
ゴ
ミ
の
出
し
方
カ
レ
ン
ダ

ー
」
へ
の
広
告
掲
載
事
業
に
取
り

組
み
ま
す
。

都
市
計
画
道
路
見
直
し
内
容
の

　
　
　
　
　

  

説
明
会
を
開
催

  

今
回
、
民
間
事
業
者
な
ど
の
広

告
の
募
集
や
取
り
ま
と
め
を
行

い
、
そ
の
広
告
を
掲
載
し
た
カ
レ

ン
ダ
ー
を
市
に
提
供
す
る
事
業
者

（
広
告
代
理
店
を
営
む
人
な
ど
）

を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格
＝
市
内
に
事
業
所
が

あ
り
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る

こ
と
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁
・
環
境
課
に

備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
９
月
10
日
㊍

ま
で
に
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

  　

な
お
、
申
込
用
紙
は
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

説
明
会
を
８
月
28
日
㊎
の
午
前

10
時
か
ら
、
本
庁
３
階
・
第
２

会
議
室
で
行
い
ま
す
。
出
席
を

希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
同

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
本
庁
・
環
境
課
廃
棄
物

対
策
係
（
内
線
１
２
７
２
）
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

広
告
取
扱
者
を

　
　
　
　
　

募
集
し
ま
す

□「空き家・空き地情報バンク制度」への
　　　  　　　　登録物件の状況（７月31日現在）

空 き 家
空 き 地

28　件
13　件

□「空き家情報バンク制度」による空き家の
　利用者と利用希望登録者の状況（７月31日現在）

利　用　者
利用希望登録者

２ 家族
59　人

漁
業
調
整
委
員

選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
を

農
業
委
員
会
委
員
立
候
補

　

予
定
者
説
明
会
を
開
催

　市では、市内への移住・定住を希望する人に、
空き家情報を提供するため平成20年度から「空
き家情報バンク」を開設しています。
　現在、皆さんのご協力により、紹介できる登録
物件（下表参照）は増加していますが、希望者に提
供できるだけの十分な物件数には至っていません。
　そこで、空き家を所有しており貸し出しが可能
な人は、本庁（別館）・農業振興課へご連絡をお
願いします。また、近所などに空き家があるとき
は、所有者に声をかけていただくなどのご協力も
お願いします。
■「空き地情報バンク」にも登録を！ 　　　　　
　空き家と同様に、空き地についても「空き地情
報バンク制度」を設けています。空き地を所有し
ている人で貸し出しが可能な人は、本庁（別館）・
農業振興課へご連絡をお願いします。

「空き家情報バンク」に登録を！
□「空き家情報バンク制度」イメージ図

①空き家情報の提供

②空き家情報バンク
　登録申込書類の送付

空
き
家
情
報
バ
ン
ク
（
天
草
市
）

空
き
家
の
所
有
者
（
貸
し
た
い
人
・
売
り
た
い
人
）

空
き
家
の
利
用
希
望
者
（
借
り
た
い
人
・
買
い
た
い
人
）

③空き家情報バンク
　に物件の登録申請

④現地確認

⑤空き家バンク
　に登録

⑧物件の詳細情報の
　紹介

⑥空き家情報の発信

⑦物件の問い合わせ・
　利用者の登録申込

空き家の所有者と利用希望者との連絡調整

当事者間で交渉・契約

㈳熊本県宅地建物
取引業協会
天草支部

連絡調整
契約交渉

連絡調整
契約交渉

空き家の所有者が希望した場合

【問い合わせ先】 
本庁（別館）・農業振興課都市農村交流係（内線2591）

か
い 

か


